
 

●7月 16

日、高知

県人権共

闘の総会

と学習会

が開かれ、梅田修滋賀大学名誉教授が「人権

教育・啓発の動向と問題点」と題して講演。 

高知県の「人権尊重の社会づくり条例」の

第 4条に「県民の責務」と明示。そこには、「県

民は…人権意識の向上に努めるとともに、県

又は市町村が実施する施策に協力するものと

する」と書かれており、私たち県民の判断よ

り行政を上に置く考え方の記述となっていま

す。これは、「同和対策には文句を言うな」と

いう事につながりかねず、特に「人権」の問

題を扱う条例では極めて不適切な記述である

と考えられます。 

●また、県

の「人権施

策基本方針」

では、本来

憲法 25条に

明記されている生活権など、具体的な社会保

障の施策事項が基本的に明示されるべきです。

しかし、明示されているのは「啓発」と「相

談」の推進と充実のみで、県民の期待に応え

ていません。 

●安倍自公

政権は「部

落差別の解

消に関する

法律案」を

この国会会期末 5月に突如として提案。前提

として人権侵害が拡がっているとして、具体

的な事実も示さず、しかも、「部落差別」とは

何かも定義せず政府や誰かが言えばそうなる

という極めて問題な内容を含んでい

ます。必ず廃案にさせましょう。 
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法律･生活相談 無料

●８月 18日(木)午後６時～８時  

●皿田幸憲弁護士(高知法律事務所) 

●場所 愛宕商店街吉良事務所 

問合せ：088-855-9439 
※毎月第 2木曜日/お気軽にご利用下さい 


